
山形県科学技術奨励賞実施要綱 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、若手研究者の研究意欲の向上を図るとともに、将来の研究者の確保に

資することを目的として、山形県表彰規則（昭和 24 年 4 月県規則第 26 号。以下「規則」

という。）に基づき、科学技術に関して優れた研究成果をあげた若手研究者の表彰に関し必

要な事項を定めるものとする。  

 

（表彰の基準） 

第２条 本表彰は、次の各号に該当する者を対象とする。 

（１）本県内において科学技術の研究開発に従事しているもしくは従事したことがある当該

年４月１日現在において４０歳未満の者 

（２）次のいずれかに該当し、県内産業の振興及び県民生活の向上に資する研究成果をあげ

た者 

  イ 技術開発に関し、優れた研究成果をあげた者  

  ロ 新しい現象、有用物質の発見、有用品種の育成等を行った者  

  ハ 新しい理論解析、実験手段、測定方法等を創案した者  

  ニ 有用データの収集、解析、評価を行い、優れた結果を得た者  

（３）山形県表彰規則第３条の２に該当しない者  

 

（推薦手順） 

第３条 市町村、大学、企業等の長は、表彰該当者があると認めたときは、別記調書により、

知事に推薦するものとする。 

２ 自らが表彰に該当すると思われる者は、前項の規定に準じて自薦するものとする。  

 

（表彰者の決定） 

第４条 表彰者は、一の年度につき原則として３名以内とする。 

２ 山形県表彰審査委員会への諮問に当たっては、外部有識者の意見を添付するものとする。 

 

（表彰の方法） 

第５条 表彰は、表彰状及び副賞（記念品及び研究奨励金）を授与してこれを行う。ただし、

表彰者が山形県職員の場合は、研究奨励金を授与しない。 

 

（事務局） 

第６条 本表彰に係る事務局は、産業技術イノベーション課に置く。 

 

附 則 

この要綱は、平成１４年１月３１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は、平成１４年１０月７日から施行する。  

  附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は、平成１８年４月３日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成１９年５月１４日から施行する。  

 



附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成３０年５月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


